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法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す

量
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
、事

業
系
ご
み
を
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

に
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。町

で
は
一
般
家
庭
の
ご
み
の
み
を
回

収
し
て
い
ま
す
。

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律

第
３
条
第
１
項

（
事
業
者
の
責
務
）

第
三
条

事
業
者
は
、そ
の
事
業
活
動

に
伴
っ
て
生
じ
た
廃
棄
物
を
自

ら
の
責
任
に
お
い
て
適
正
に
処

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

業
種
や
営
利
目
的
の
有
無
、規

模
に
か
か
わ
ら
ず
、事
業
を
営
む

全
て（
個
人
で
飲
食
店
や
店
舗
を

営
む
者
、会
社
、事
務
所
、工
場
、建

築
現
場
、病
院
、保
育
園
、公
共
施

設
な
ど
）が
対
象
で
す
。事
業
活
動

に
伴
っ
て
発
生
し
た
全
て
の
ご
み

は
、法
律
に
よ
り
自
ら
の
責
任
に

お
い
て
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

▼
処
理
方
法

一
般
的
に
、事
業
者
が
排
出
す

る
ご
み
は
、「
産
業
廃
棄
物
」と
そ

事
業
系
ご
み
は
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
せ
ま
せ
ん

れ
以
外
の「
一
般
廃
棄
物
」に
分
け

ら
れ
ま
す
。

産
業
廃
棄
物

法
律
で
は
20
種
類
の
産
業
廃
棄

物
を
定
め
て
い
ま
す
。

産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
の
詳
細

や
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
一

覧
は
、県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
て
い
ま
す
。

一
般
廃
棄
物

①
町
が
許
可
し
た
一
般
廃
棄
物

収
集
運
搬
許
可
業
者
に
依
頼
す

る（
有
料
）

許
可
業
者
一
覧
は
、町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

②
資
源
に
な
る
も
の
は
資
源
回

収
業
者
に
依
頼
す
る

古
紙
類
、古
布
類
、空
き
缶
類
、

空
き
ビ
ン
類
、金
属
類
な
ど
に
つ

い
て
は
、資
源
回
収
業
者
・
廃
棄
物

再
生
事
業
者
登
録
事
業
者
が
回
収

可
能
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。廃
棄

物
再
生
事
業
者
登
録
事
業
者
一
覧

は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。

③
渋
川
地
区
広
域
市
町
村
圏
振

興
整
備
組
合
清
掃
セ
ン
タ
ー
へ

直
接
持
ち
込
む

ご
み
の
種
類
に
よ
っ
て
は
搬
入

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。搬

入
前
に
清
掃
セ
ン
タ
ー
に
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

▲事業系ごみの出し方
（町ホームページ）

▲ごみの搬入について（渋
川地区広域市町村圏振興
整備組合ホームページ）

▲群馬県産業廃棄物
情報（県廃棄物・リサ
イクル課）

まちの鳥

※
20
ｋ
ｇ
当
た
り
３
０
０
円
の
処

理
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。令
和

５
年
10
月
１
日
か
ら
は
10
ｋ
ｇ
当

た
り
２
２
０
円
に
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課

住
民
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
５（
直
通
）

渋
川
地
区
広
域
市
町
村
圏
振
興
整

備
組
合
清
掃
セ
ン
タ
ー

☎
23
・
０
４
６
０



ス

５ 吉岡町役場 ☎54̶3111（代表）

受
け
付
け
の
ご
案
内

事
業
者
の
人
へ

調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金

上
下
水
道
使
用
料
の
適
格
請
求
書（
イ
ン
ボ
イ
ス
）の
取
り
扱
い

地
籍
調
査
事
業
を
進
め
て
い
ま
す

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
な
ど
の
価

格
高
騰
に
よ
る
負
担
増
を
踏
ま

え
、特
に
家
計
へ
の
影
響
が
大
き

い
低
所
得
世
帯（
令
和
５
年
度
住

民
税
均
等
割
が
非
課
税
の
世
帯
な

ど
）に
対
し
て
、１
世
帯
当
た
り

３
万
円
の
現
金
給
付
を
行
い
ま

す
。な

お
、本
給
付
金
は
差
し
押
さ

え
お
よ
び
課
税
の
対
象
に
は
な
り

ま
せ
ん
。

▼
対
象

６
月
１
日
時
点
で
吉
岡
町
に
住

所
を
有
し
、世
帯
全
員
が
令
和
５

年
度
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税

の
世
帯
の
世
帯
主

※
課
税
者
の
被
扶
養
者
の
み
か
ら

な
る
世
帯
は
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
。

※
令
和
５
年
１
月
１
日
時
点
で
日

本
国
内
に
住
民
登
録
が
な
い
人
を

含
む
世
帯
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

▼
申
請
方
法

①
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

世
帯

●
令
和
５
年
１
月
１
日
以
前
か

ら
世
帯
全
員
が
吉
岡
町
に
住

民
登
録
さ
れ
て
い
る
世
帯

令
和
５
年
10
月
１
日
よ
り
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

制
度
開
始
に
伴
い
、検
針
時
に

交
付
し
て
い
る「
検
針
の
お
知
ら

せ
」が
上
下
水
道
使
用
料
に
関
す

る
適
格
請
求
書
を
兼
ね
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。８
月
交
付
分
か
ら
必

要
事
項
を
追
加
予
定
で
す
。各
自

保
存
い
た
だ
き
、必
要
に
応
じ
て

仕
入
税
額
控
除
に
使
用
し
て
く
だ

地
籍
調
査
は
、国
土
調
査
法
に

基
づ
き
、一
筆
ご
と
の
土
地
に
つ

い
て
、そ
の
所
有
者
、地
番
お
よ
び

地
目
の
調
査
と
境
界
や
面
積
に
関

す
る
測
量
を
行
い
ま
す
。そ
の
結

果
に
基
づ
き
法
務
局
の
登
記
簿
と

公
図
を
修
正
し
ま
す
。地
籍
調
査

に
よ
り
、土
地
の
実
態
が
明
確
に

な
り
、境
界
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
、災

害
復
旧
の
迅
速
化
な
ど
が
図
ら
れ

ま
す
。

令
和
５
年
度
は
、大
久
保
字
善

徳
、字
前
原
の
測
量
と
現
地
立
会

い
を
行
い
ま
す
。ま
た
、令
和
4
年

まちの花

●
令
和
５
年
１
月
２
日
以
降
に

吉
岡
町
に
住
民
登
録
さ
れ
た

世
帯
員
が
い
る
が
、町
で
課

税
状
況
を
確
認
で
き
る
世
帯

８
月
上
旬
に「
支
給
要
件
確
認

書
」を
送
付
し
ま
し
た
。通
知
が
届

い
た
ら
条
件
に
当
て
は
ま
る
か
確

認
し
、町
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

②
令
和
５
年
１
月
２
日
以
降
に

吉
岡
町
に
住
民
登
録
さ
れ
た

世
帯
員
が
お
り
、町
で
課
税

状
況
を
確
認
で
き
な
い
世
帯

課
税
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に

申
請
が
必
要
で
す
。申
請
は
８
月

７
日
㊊
よ
り
開
始
し
ま
す
。

申
請
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ま
た
は
窓
口
で

受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
確
認
書
の
返
送
期
限
お
よ
び
申

請
書
の
受
付
期
限

11
月
15
日
㊌

※
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

介
護
福
祉
課
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
６（
直
通
）

さ
い
。

ま
た
、は
が
き
タ
イ
プ
で
の
適

格
請
求
書
の
交
付
も
可
能
で
す
。

ご
希
望
の
人
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。検
針
後
３
週
間
ほ
ど
で

発
送
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

上
下
水
道
課
上
水
道
室

54
・
１
１
１
８（
直
通
）

度
現
地
立
会
い
を
行
っ
た
大
久
保

字
大
畑
、字
沼
に
つ
い
て
測
量
成

果
の
閲
覧
を
行
い
ま
す
。調
査
実

施
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課
用
地
管
理
室

☎
26
・
２
２
７
９（
直
通
）

まちの木

まちの鳥

今月の納税今月の納税

コンビニエンスストア、ＬＩＮＥ Ｐａｙ、ＰａｙＰａｙ
でも納付できます。また、便利で確実な

口座振替もご利用ください。

納期限 ８月31日㊍

町県民税普通徴収
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

…２期

無料税務相談（要事前予約）
９月12日㊋
13：30～16：00
役場２階　第１会議室

・期 日
・時 間
・場 所
・問い合わせ先
税務会計課 税務室 ☎26-2237（直通）
※相談時間については30分を目安に受け付けますが、
　相談内容により時間が前後する場合があります。



町政ニュース

2023. ８ ６https://www.town.yoshioka.gunma.jp/

▼
対
象

自
ら
居
住
す
る
住
宅
に
蓄
電
シ

ス
テ
ム
を
設
置
し
た
人
で
、次
の

全
て
に
該
当
す
る
人

●
町
内
に
住
所
を
有
し
居
住
し
て

い
る
こ
と

●
町
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
こ
と

●
所
有
者
全
員
か
ら
同
意
を
得
て

い
る
こ
と

●
定
置
用
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
蓄
電

池
の
保
証
開
始
日
が
令
和
５
年

４
月
１
日
〜
令
和
６
年
３
月
31

日
の
期
間
で
あ
る
こ
と

▼
対
象
設
備

次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
設
備

●
蓄
電
容
量
の
合
計
が
１
ｋ
ｗ
ｈ

以
上
で
あ
る
こ
と

●
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

が
設
置
さ
れ
た
住
宅
へ
新
た

に
、ま
た
は
住
宅
用
太
陽
光
シ

ス
テ
ム
と
と
も
に
、蓄
電
池
を

設
置
し
、常
時
住
宅
用
太
陽
光

発
電
シ
ス
テ
ム
と
接
続
し
て
い

る
こ
と

●
未
使
用
で
あ
る
こ
と

▼
補
助
金
額

一
律
５
万
円

▼
申
請
方
法

郵
送
に
よ
る
申
請
は
受
け
付
け

で
き
ま
せ
ん
。住
民
課
窓
口
に
申

請
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。詳
細

は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

※
予
算
額
に
達
し
次
第
終
了
し

ま
す
。受
け
付
け
は
書
類
が
全
て

揃
っ
て
い
る
も
の
を
優
先
し
ま

す
。

※
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

の
補
助
も
実
施
し
て
い
ま
す
。詳

細
は
広
報
５
月
号
ま
た
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
住
民
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
５（
直
通
）

上
野
田
ふ
れ
あ
い
公
園
に
新
し

く
複
合
遊
具
が
完
成
し
ま
し
た
。

こ
の
遊
具
は
、令
和
４
年
４
月
〜

11
月
に
行
わ
れ
た
住
民
参
加
型

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
考
案
さ
れ
ま

し
た
。参
加
者
同
士
の
グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク
で
は
多
く
の
活
発
な
意
見

が
交
わ
さ
れ
、投
票
の
結
果
、既
存

の
イ
チ
ョ
ウ
の
木
を
囲
ん
だ
遊
具

と
な
り
ま
し
た
。ス
ト
レ
ー
ト
、ワ

イ
ド
、ダ
ブ
ル
、ウ
ェ
ー
ブ
な
ど
数

種
類
の
す
べ
り
台
や
ク
ラ
イ
ム

（
登
る
）遊
具
も
豊
富
で
す
。ま
た
、

暑
さ
対
策
を
兼
ね
た
ミ
ス
ト
遊
具

も
設
け
ま
し
た
。ぜ
ひ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課
用
地
管
理
室

☎
26
・
２
２
７
９（
直
通
）

上
野
田
ふ
れ
あ
い
公
園
に
新
遊
具
が
で
き
ま
し
た

ぜ
ひ
遊
び
に
来
て
く
だ
さ
い

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

定
置
用
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
蓄
電
池
シ
ス
テ
ム
の
設
置
に
補
助
金

https://service.sugumail.
com/yoshioka/

よしおか
ほっとメール
　登録すると、スマホや
パソコンに防災・防犯情
報やくらしの情報などが
配信されます。

URL 

よよしおか
ほっとメール

問い合わせ先
総務課 協働安全室
☎26-2243（直通）

雷雨・台風
の時期です

！

情報の入手
方法の確認

を

　データ放送を通じて、気象情報や、町
が発信する防災情報などを見ることがで
きます。
　また、群馬テレビのデータ放送では、町
からのお知らせなども掲載しています。

登録はこちら

「ｄ」ボタン
テレビリモコン

URLを入力または二次元バーコード
を読み取ってください。

まちの花

まちの木

　令和５年２月28日までにマイナンバーカードの申請をした人はマイナポイントを受け取れます。
該当する人に対する交付通知書（はがき）の送付は完了しています。
交付通知書が届いている人は、住民課までマイナンバーカードの受け取りに来てください。
交付通知書が届いていない人は、住民課までご連絡・ご確認ください。
※受け取りの際は、交付通知書の他に本人確認書類を持参してください。

２月28日までにマイナンバーカードの申請をした人へ

●マイナンバーカードについて
●マイナポイントについて問い合わせ先 企画財政課 企画室　☎26-2241（直通）

住民課 住民環境室　☎26-2244（直通）

▲詳しくはこちら

▲詳しくはこちら
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長
寿
を
祝
福

敬
老
福
祉
大
会

町
立
小
中
学
校
で
働
く
人
を
募
集
し
ま
す

７ 吉岡町役場 ☎54̶3111（代表）

町
立
小
中
学
校
で
、町
立
学
校

職
員
が
産
休
、育
児
休
業
、病
気
休

暇
な
ど
を
取
得
し
た
際
の
代
替
教

員
業
務（
担
任
・
教
科
指
導
な
ど
）

を
行
う
臨
時
の
教
員
を
募
集
し
ま

す
。町
立
小
中
学
校
に
お
い
て
欠

員
な
ど
が
生
じ
た
場
合
に
、面
接

な
ど
を
行
い
任
用
と
な
り
ま
す
。

※
臨
時
教
員
の
教
科
・
校
種
な
ど

は
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、希
望
す

る
形
で
の
任
用
が
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
。

▼
応
募
用
件（
次
の
全
て
に
該
当

す
る
人
）

①
地
方
公
務
員
法
第
16
条
お
よ
び

学
校
教
育
法
第
9
条
の
規
定
に

該
当
し
な
い
人

②
教
育
職
員
免
許
法
に
規
定
す
る

小
学
校
・
中
学
校
い
ず
れ
か
の

教
諭
普
通
免
許
状
を
有
す
る
人

▼
勤
務
時
間

原
則
、１
日
７
時
間
45
分
で
、週
５

日
勤
務

※
任
用
の
形
式
に
よ
り
勤
務
日

数
、時
間
に
つ
い
て
は
、ご
相
談
に

応
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
待
遇

任
用
形
態
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

臨
時
教
員
の
採
用
に
つ
い
てす

。詳
し
く
は
面
接
の
際
に
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

▼
期
間

令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の
間

で
、町
立
学
校
職
員
の
休
暇
の
期

間
が
明
け
る
ま
で

▼
応
募
・
選
考
方
法

開
庁
時
間
に
教
諭
普
通
免
許
状
持

参
の
上
、学
校
教
育
室
へ
お
越
し

く
だ
さ
い
。面
接
で
選
考
を
行
い

ま
す
。

※
結
果
は
後
日
連
絡
し
ま
す
。採

用
の
場
合
は
免
許
状
の
本
書
の
写

し
を
取
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
任
用
の
形
式
に
よ
っ
て
、公
立

小
中
学
校
の
臨
時
的
任
用
教
職
員

と
し
て
県
教
育
委
員
会
へ
登
録
を

お
願
い
す
る
場
合
と
、会
計
年
度

任
用
職
員
と
し
て
町
へ
登
録
を
お

願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
室

☎
26
・
２
２
８
６（
直
通
）

まちの木

まちの鳥

長
年
社
会
に
貢
献
し
て
き
た
人

た
ち
へ
、感
謝
す
る
と
と
も
に
長

寿
を
祝
福
す
る
た
め
に
、敬
老
福

祉
大
会
を
開
催
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
76
歳
以
上
の
人
に

は
案
内
状
を
送
付
し
ま
す
。

ま
た
、90
歳
到
達
者
・
金
婚
祝

い
・
介
護
者
表
彰
・
エ
ン
ゼ
ル
表
彰

を
あ
わ
せ
て
行
い
ま
す
。

▼
期
日

9
月
18
日
㊊
㊗
敬
老
の
日

▼
場
所

文
化
セ
ン
タ
ー

▼
対
象

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
表
彰
希
望
者
は
、8
月
25
日

㊎
ま
で
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

金
婚
祝
い

町
内
に
在
住
の
結
婚
50
年
以
上
の

夫
婦（
昭
和
49
年
３
月
31
日
以
前

に
結
婚
し
た
人
）

エ
ン
ゼ
ル
表
彰

令
和
４
年
８
月
８
日
〜
令
和
５
年

８
月
７
日
に
4
人
目
の
子
が
生
ま

れ
た
親

▼
連
絡
・
問
い
合
わ
せ
先

社
会
福
祉
協
議
会

☎
54
・
３
９
３
０

敬老と長寿をお祝い
敬老祝金

　長寿をお祝いし、敬老の意を表
するため、対象の年齢になる人に敬
老祝金を支給しています。

▼対象者
　９月１日現在で、１年以上吉岡町
に住所があり、令和５年度中に満
80・85・88・90・95歳に到達す
る人、101歳以上の人
　満88・90・95歳に到達する人、
101歳以上の人には祝品の支給も
あります。
※対象者には通知を送付しました。
詳しくは通知をご覧ください。

問い合わせ先
介護福祉課 介護高齢室
☎26-2247（直通）

町政ニュース

定例教育委員会の傍聴

▼問い合わせ先
教育委員会事務局 教育総務室　☎26-2285（直通）

●日時　８月30日㊌9：00～
●場所　町文化センター２階研修室
●定員　先着８人
※当日直接会場へお越しください。

町議会９月定例会の傍聴（予定）

※日程は、変更になる場合があります。詳しくは、町議会ホームページや議
会事務局でご確認ください。
　また、町議会ホームページで生中継および録画配信を行っていますの
で、ぜひご覧ください。

１日㊎　開会日
 ４日㊊　一般質問
 ５日㊋　一般質問
15日㊎　閉会日（討論・表決など）▲本会議生中継・録画配信

問い合わせ先　議会事務局　26‐２２８３（直通）
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●渋川市消費生活センター   ☎22-2325
㊊～㊎午前９時～午後４時（㊗・年末年始を除く）

●消費者ホットライン  ☎188
●群馬県消費生活センター  ☎027-223-3001

町ホームページはこちら▶

　成年年齢の引き下げから１年以上が経過しました。経験や知識がまだ浅い新成人は消費者トラブルに
巻き込まれやすい傾向にあります。

　脱毛をはじめとするエステティック
サービスなどの美容や、内職・副業や
金融コンサルティングなどの金銭に関
するトラブル相談が増えています。

相談の傾向

●安さや気軽さ、メリットのみを強調した広告に注意する。
●契約を急かされたり、借金を促される勧誘に注意する。
●契約はその後のことを考え慎重に検討する。不安なときは
周りに相談する。

　契約後にクーリング・オフや契約の取り消しができる場合
があります。少しでも不安に思ったら早めに消費生活セン
ターに相談しましょう。

トラブルを避けるには

18・19歳の
消費者トラブル

月1で学ぶ！
消費者の賢コ

ツ

今月の手話

「家族」

①両手の先を合わせ、屋根の形を
作ります。
②左手はそのままで、右手は親指
と小指を立てて左手の下で軽く
振ります。

令
和
５
年
４
月
〜
９
月
に
購
入

し
た
紙
お
む
つ
や
尿
取
り
パ
ッ
ド

の
費
用
を
、申
請
に
よ
り
助
成
し

ま
す
。

▼
対
象

町
在
住
・
在
宅
で
、常
時

紙
お
む
つ
・
尿
取
り
パ
ッ
ド
を
使

用
し
、購
入
時
点
に
お
い
て
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人（
施
設

な
ど
に
入
院
・
入
所
し
て
い
る
人

は
除
く
。）

●
65
歳
以
上
で
要
介
護
3
〜
5
の

認
定
を
受
け
て
い
る
人

●
3
歳
以
上
で
身
体
障
害
者
手
帳

1
・
2
級
ま
た
は
療
育
手
帳
Ａ

を
保
有
し
て
い
る
人

▼
申
請
期
間

９
月
１
日
㊎
〜
10
月
２
日
㊊

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
申
請
書（
窓
口
で
受
け
取
る
か
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

□
令
和
５
年
４
月
１
日
〜
９
月
30

日
の
レ
シ
ー
ト
や
領
収
書

□
介
護
保
険
証
、身
体
障
害
者
手

帳
ま
た
は
療
育
手
帳
の
写
し

※
審
査
後
、申
請
書
で
指
定
さ
れ

た
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

▼
助
成
上
限
額

１
万
円

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

介
護
福
祉
課
介
護
高
齢
室

☎
26
・
２
２
４
７（
直
通
）

申
請
期
間
は
９
月
１
日
㊎
〜
10
月
２
日
㊊
で
す

紙
お
む
つ
・
尿
取
り
パ
ッ
ド
購
入
費
を
助
成

まちの花

　人権擁護委員の福田由美さんが、６月30日付で任期満了となり、７月
１日付で法務局から委嘱を受け再任されました。
　人権擁護委員は、法務局と連携していじめや差別、DVなどの人権に
関する相談を受け、問題解決のお手伝いをしています。
　毎月第２木曜日には、老人福祉センターで人権相談を受けています。
お気軽にご相談ください。

人権擁護委員に福田さんが
再任されました

問い合わせ先　介護福祉課 福祉室　☎２６-２２４６（直通）

初心者、男性も歓迎！
リフレッシュヨガ教室

生後半年のお祝い
「ハーフバースデー」を開催します


